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平成25年度予算

９会計 総額283億円を可決
～ 一般会計予算は174億円 ～

３月定例会
２月26日～3月25日

　

平
成
25
年
第
１
回
行
方
市
議
会
定
例
会
は
、
２
月
26
日
か
ら
３
月
25
日

ま
で
の
30
日
間
の
会
期
で
開
催
し
ま
し
た
。

　

初
日
に
市
長
の
所
信
表
明
が
行
わ
れ
た
ほ
か
、
本
会
議
で
は
、
平
成
25

年
度
予
算
案
の
ほ
か
、
人
事
案
件
や
条
例
の
制
定
案
な
ど
47
件
が
市
長
か

ら
、
上
程
さ
れ
、
慎
重
な
審
議
の
結
果
、
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
可
決

し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
議
員
か
ら
は
議
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
案
と
意
見
書
案
の
２
件

が
上
程
さ
れ
、
全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

第
１
回
定
例
会
の
経
過

〔
２
月
〕

26
日　

本
会
議

　
　
　

・
開
会

　
　
　

・
会
期
の
決
定

　
　
　

・
諸
般
の
報
告

　
　
　

・
市
長
の
所
信
表
明

　
　
　

・ 

議
案
の
上
程
、
説
明
、

質
疑
、
討
論
、
採
決
（
人

事
・
条
例
）

27
日　

休
会
（
議
事
整
理
）

28
日　

本
会
議

　
　
　

・
一
般
質
問
（
３
議
員
）

〔
３
月
〕

１
日　

本
会
議

　
　
　

・
一
般
質
問
（
３
議
員
）

２
〜
３
日　

休
会

４
日　

本
会
議

　
　
　

・
一
般
質
問
（
１
議
員
）

　
　
　

・ 

議
案
の
上
程
、
説
明
、

質
疑
、
討
論
、
採
決
（
条

例
）

５
日　

本
会
議

　
　
　

・ 

議
案
の
上
程
、
説
明
、

質
疑
、
討
論
、
採
決
（
条

例
）

６
日　

本
会
議

　
　
　

・ 

議
案
の
上
程
、
説
明
、

質
疑
、
討
論
、
採
決
（
条

例
）

平成25年度予算特別委員会
　平成 25年度の予算は、３月７日に議長を除く 19名で構成する『予

算特別委員会』を設置・付託し、審査が行われました。

　委員会では、詳細かつ効率的な審査を行うため、さらに２つの分

科会に分かれました。

　３月 25 日の本会議で、審査結果について委員長から原案は可決

すべきとの報告がされました。

委員長　　岡田晴雄　　副委員長　　 小林　久

■第１分科会 （3月　8日・11 日）

　議会事務局、市長公室、総務部、会計課、保健福祉部

　教育委員会

■第２分科会 : （3 月　8日・11 日）

　経済部、農業委員会、建設部、水道課

各分科会の審議内容は４～５ページに掲載しています !!
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・ 

議
案
の
上
程
、説
明
（
平

成
25
年
度
予
算
）

　
　
　

経
済
建
設
委
員
会

　
　
　

・
付
託
案
件
審
査

７
日　

本
会
議

　
　
　

・ 

質
疑
（
平
成
25
年
度
予

算
）

　
　
　

・ 

予
算
特
別
委
員
会
の
設

置
、
付
託
、
委
員
の
選

任

　
　
　

予
算
特
別
委
員
会

　
　
　

・ 

正
副
委
員
長
の
互
選
、

分
科
会
の
設
置
、
委
員

の
選
任

８
日　

 

予
算
特
別
委
員
会
（
第
１

分
科
会
・
第
２
分
科
会
）

11
日　

 

予
算
特
別
委
員
会
（
第
１

分
科
会
・
第
２
分
科
会
）

12
〜
24
日　

休
会
（
議
事
整
理
）

25
日　

予
算
特
別
委
員
会

　
　
　

・ 

分
科
会
主
査
報
告
、
質

疑
、
討
論
、
採
決

　
　
　

本
会
議

　
　
　

・ 

委
員
長
報
告
、
質
疑
、

討
論
、
採
決

　
　
　

・ 

議
案
の
上
程
、
説
明
、

質
疑
、
討
論
、
採
決

　
　
　

・ 

閉
会
中
の
所
管
事
務
調

査

　
　
　

・
閉
会

行方市の平成25年度各会計予算

本年度予算額 前年度予算額 前年度比増減額

一 般 会 計 174 億 6,000 万円 177 億 7,700 万円 △ 3億 1,700 万円

特

別

会

計

国 民 健 康 保 険 52 億 7,970 万円 52 億 6,430 万円 1,540 万円

介 護 保 険 31 億 4,780 万円 29 億 4,740 万円 ２億 40 万円

後 期 高 齢 者 医 療 3 億 1,450 万円 3億 1,690 万円 △ 240 万円

農 業 集 落 排 水 事 業 1 億 2,550 万円 1億 5,400 万円 △ 2,850 万円

特定環境保全公共下水道事業 4 億 290 万円 4億 400 万円 △ 110 万円

流域関連公共下水道事業 3 億 2,710 万円 3億 1,000 万円 1,710 万円

戸 別 浄 化 槽 整 備 事 業 １億 3,250 万円 6,500 万円 6,750 万円

水 道 事 業 会 計 11 億 3,200 万円 11 億 9,370 万円 △ 6,170 万円

合　　　　　計 283 億 2,200 万円 284 億 3,230 万円 △ 1億 1,030 万円

新
年
度
予
算
で
実
施
さ
れ
る
事
業

再生可能エネルギー
導入事業

なめがたブランド・
6次産業の推進

玉造小学校整備事業
（平成26年４月開校）

未熟児医療
対策事業



No.31
行方市 4議会だより議会だより

　第１分科会は、10 名の科員で構成され、一
般会計以外に、国民健康保険・介護保険・後期
高齢者医療など３つの特別会計を所管していま
す。
　予算審査では、定住化や福祉・医療・教育な
ど日々の市民生活に関係する項目を中心に幅広
い分野の審査を行ないました。

第1分科会【総務・企画・財政・保健福祉・教育】

総務・企画

問男女共同参画事業について
答  推進計画策定委員会を中心に事業を推進する。

問各種委託料の契約方法や随意契約について
答  基本は入札だが保守点検などは随意契約。

問公用車の自動車保険料の価格について
答  一括契約により低価格で加入している。

問消防団員の定数について
答  条例定数は1,450名だが、105名の欠員がある。

保健・福祉

問白十字看護専門学校耐震工事負担金について
答  鹿行地区５市の負担金は１億円、このうち行
方市は 500 万円を負担する。

問健康まちづくりマラソン大会補助金について
答  新規事業として天王崎周辺での開催を予定、
実行委員会に 300 万円を補助する。

問未熟児医療対策事業について
答  体重 2,000 グラム以下の未熟児を対象に 9,967
万円を計上した。

教育

問外国語指導助手活用事業について
答  直接雇用で３年間の事業、人材確保は派遣会
社に依頼し、６人体制のローテーションで対
応する。

問中学校の太陽光発電設備設計委託料について
答  合併特例債などを活用し、未整備の学校にも
整備を進める。

問中学生海外派遣研修事業委託料について
答  研修先はオーストラリア、20 名規模で 9日間
を予定している。

問幼稚園の園児送迎委託料について
答  今後は送迎方法の原則を整理し、タクシーへ
の移行も含めて検討したい。

問公民館及び図書館の防犯対策について
答  北浦公民館と行方市立図書館に防犯カメラを
設置する。

問運動会事業について
答  新たな市民参加型の種目を検討している。

問学校給食におけるアレルギー予防について
答  該当する児童の保護者に確認し、個別に対応
している。

教育
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　第 2分科会は、9名の科員で構成され、一般
会計以外に、農業集落排水事業・特定環境保全
公共下水道事業・流域関連公共下水道事業・戸
別浄化槽整備事業など 4つの特別会計と水道事
業会計を所管しています。
　予算審査では、環境・産業・観光や道路・上
下水道などを中心に審査を行ないました。

第2分科会【環境・農林水産・商工・建設・上下水道】

環境・衛生・農林水産・商工

問再生可能エネルギー導入事業について
答  ソーラー発電システム及び、蓄電池システム
を 6ヶ所の公共施設に設置する。

問塵芥処理事業について
答  ごみ処理量は年間約１万トンとなっている。
　※ 高カロリーのごみが増加しており、炉の耐久
性や延命化を考慮して運営にあたられたい。

問作物調査研究委託料について
答  甘藷研究会、チンゲン菜研究会、レンコン研
究会の３団体に支給している。

問水産振興策について
答  コイ・ナマズ等の食材を学校給食へ提供し、
小学生対象の水産業体験教室を実施する予定。

問  なめがた農産物販売促進事業及び６次産業推
進事業について

答  なめがた食彩マーケット会議・ＪＡ・商工会
などが連携・協力し、加工技術などの向上を
目指す。

　※ 地元農畜産物の消費宣伝については、生産
者、関係団体、行政が一体となり、安全安
心を強くPRするべき。

問なめがた農業応援団育成事業について
答  農業後継者の婚活事業、子供が対象の食の教
育事業、消費者交流事業の３事業を展開して
いる。

問天王崎にぎわいづくり事業の計画について
答  観光交流センター、白帆の湯など天王崎周辺
で 16 事業を展開する予定。

環境・衛生・農林水産・商工

建設・上下水道

問通学路整備事業について
答  全体の 23.6％の整備が完了する見込み。
　※ 限られた財源なので、状況を精査したうえ
で優先的に整備を進めるべき。

問建築耐震診断化事業について
答  30万円を限度に耐震改修工事に補助する予定。

○水道事業
問県からの受水費用について
答  値下げの要望に対し、茨城県から、現行のま
ま据え置きする回答があった。

問施設の修繕計画について
答  今後 10 年を目標に、国の補助金を活用して計
画的に布設替えが必要と判断している。
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人
権
擁
護
委
員
の
推
薦

　

瀧た
き

崎さ
き　

美よ
し

子こ

　
　
（
玉
造
甲
２
２
７
番
地
）

　

邉へ

田た　

良
り
ょ
う
治じ

　
　
（
白
浜
３
２
５
番
地
）

　

平
成
25
年
６
月
30
日
で
関
川
仁

氏
、
瀧
崎
氏
が
任
期
満
了
と
な
る

た
め
、
引
き
続
き
瀧
崎
氏
を
、
ま

た
新
た
に
邉
田
氏
を
推
薦
す
る
こ

と
に
同
意
し
ま
し
た
。

諮　
　

問

市
長
が
提
出
し
た
議
案

教
育
委
員
会
委
員
の
選
任

　

有あ
り

馬ま　

七し
ち

郎ろ
う

　
　
（
小
貫
４
２
５
番
地
１
）

　

金
井
ひ
ろ
み
氏
の
辞
任
に
伴

い
、
平
成
25
年
４
月
１
日
よ
り
新

た
に
有
馬
氏
を
任
命
す
る
こ
と
に

同
意
し
ま
し
た
。

人　
　

事

公
平
委
員
会
委
員
の
選
任

　

根ね

本も
と　

博ひ
ろ

義よ
し

　
　
（
四
鹿
１
９
５
番
地
３
１
）

　

平
成
25
年
３
月
31
日
で
任
期
満

了
と
な
る
た
め
、
根
本
氏
を
引
き

続
き
任
命
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま

し
た
。

新
た
に
制
定
し
た
条
例

■ 

行
方
市
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運

営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

　

国
の
法
律
改
正
に
伴
い
、
こ
れ

ま
で
国
が
規
定
し
て
い
た
事
業
者

の
指
定
に
関
す
る
一
部
の
事
項
や

介
護
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
基
準
を
市

町
村
の
条
例
で
定
め
る
こ
と
と
さ

れ
、
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
基

準
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
す
。

■ 

行
方
市
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

等
対
策
本
部
条
例

　

国
の
法
律
制
定
に
伴
い
、
新
型
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
宣
言
が

さ
れ
た
と
き
に
、
市
町
村
が
対
策
本

部
を
設
置
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

条　
　

例

■
行
方
市
指
定
地
域
密
着
型
介
護

　

 

予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人

員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指

定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め

の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関

す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

　

国
の
法
律
改
正
に
伴
い
、
こ
れ
ま

で
国
が
規
定
し
て
い
た
事
業
者
の
指

定
に
関
す
る
一
部
の
事
項
や
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
基
準
を
都
道
府

県
又
は
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
こ

と
と
さ
れ
、
地
域
密
着
型
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
の
基
準
等
に
つ
い
て
定
め

る
も
の
で
す
。

■ 

行
方
市
市
道
の
構
造
の
技
術
的

基
準
を
定
め
る
条
例

　

国
の
法
律
改
正
に
伴
い
、
市
道

の
構
造
の
技
術
的
基
準
を
定
め
る

も
の
で
す
。

■ 
行
方
市
移
動
等
円
滑
化
の
た
め

に
必
要
な
市
道
の
構
造
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
条
例

　

国
の
法
律
改
正
に
伴
い
、
高
齢

者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
円
滑
化

の
た
め
に
必
要
な
市
道
の
構
造
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
も
の
で
す
。

■ 

行
方
市
市
道
に
設
け
る
道
路
標

識
の
寸
法
を
定
め
る
条
例

　

国
の
法
律
改
正
に
伴
い
、
市
道

に
設
け
る
道
路
標
識
の
寸
法
を
定

め
る
も
の
で
す
。

■ 

行
方
市
営
住
宅
等
の
整
備
基
準

を
定
め
る
条
例

　

国
の
法
律
改
正
に
伴
い
、
市
営

住
宅
及
び
共
同
施
設
の
整
備
基
準

を
定
め
る
も
の
で
す
。

■ 

行
方
市
水
道
事
業
に
お
け
る
布

設
工
事
監
督
者
及
び
水
道
技
術

管
理
者
に
関
す
る
条
例

　

国
の
法
律
改
正
に
伴
い
、
布
設

工
事
監
督
者
が
監
督
業
務
を
行
う

水
道
の
布
設
工
事
、
布
設
工
事
監

督
者
の
資
格
及
び
水
道
技
術
管
理

者
の
資
格
を
定
め
る
も
の
で
す
。

一
部
を
改
正

■ 

行
方
市
防
災
会
議
条
例
及
び
行

方
市
災
害
対
策
本
部
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　

国
の
法
律
改
正
に
伴
い
、
条
例

の
一
部
を
改
正
し
ま
し
た
。

■ 

行
方
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

国
の
法
律
改
正
に
伴
い
、
条
例

の
一
部
を
改
正
し
ま
し
た
。

■ 

行
方
市
立
学
校
設
置
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　

平
成
26
年
３
月
31
日
で
現
在
の

羽
生
小
学
校
、
玉
造
西
小
学
校
、

現
原
小
学
校
、
玉
川
小
学
校
、
玉

造
小
学
校
及
び
手
賀
小
学
校
を
廃

止
し
、
平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら

新
た
に
玉
造
小
学
校
が
設
置
さ
れ

ま
す
。

■ 

行
方
市
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

　

国
の
法
律
改
正
に
伴
い
、
条
例

の
一
部
を
改
正
し
ま
し
た
。

■ 

行
方
市
長
寿
祝
金
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

満
１
０
０
歳
の
高
齢
者
に
贈
呈

す
る
長
寿
祝
金
を
５
万
円
に
改
定

し
ま
し
た
。

■ 

行
方
市
障
害
者
地
域
活
動
支
援

セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

　

国
の
法
律
改
正
に
伴
い
、
条
例

の
一
部
を
改
正
し
ま
し
た
。

■ 

行
方
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　

国
の
法
律
改
正
に
伴
い
、
条
例

の
一
部
を
改
正
し
ま
し
た
。
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討
論

■ 
行
方
市
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清

掃
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

　

国
の
法
律
改
正
に
伴
い
、
廃
棄

物
減
量
等
推
進
審
議
会
を
設
置
す

る
た
め
、
条
例
の
一
部
を
改
正
し

ま
し
た
。

■ 

行
方
市
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の

も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

非
常
勤
特
別
職
の
新
た
な
設

置
、
廃
止
、
報
酬
等
が
変
更
さ
れ

ま
し
た
。

新
設　

 

廃
棄
物
減
量
等
推
進
審

議
会
委
員

日
額　

５
，
０
０
０
円

廃
止　

納
税
組
合
長

変
更　

外
国
語
指
導
助
手

　
　
　

月
額
30
万
円

　
　
　

教
育
相
談
員

　
　
　

月
額
11
万
７
，
４
０
０
円

■ 

行
方
市
中
小
企
業
事
業
資
金
融

資
あ
っ
せ
ん
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

　

茨
城
県
信
用
保
証
協
会
の
制
度

改
正
に
伴
い
、
条
例
の
一
部
を
改

正
し
ま
し
た
。

■ 

行
方
市
営
住
宅
設
置
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　

粗
毛
住
宅
の
廃
止
に
伴
い
、
条

例
の
一
部
を
改
正
し
ま
し
た
。

■ 

行
方
市
都
市
公
園
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　

国
の
法
律
改
正
に
伴
い
、
都
市

公
園
の
配
置
及
び
規
模
に
関
す
る

技
術
的
基
準
並
び
に
公
園
施
設
と

し
て
設
け
ら
れ
る
建
築
物
の
建
築

面
積
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
た

め
、
条
例
の
一
部
を
改
正
し
ま
し

た
。

■ 

行
方
市
下
水
道
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　

国
の
法
律
改
正
に
伴
い
、
公
共

下
水
道
の
構
造
の
技
術
上
の
基
準

及
び
終
末
処
理
場
の
維
持
管
理
の

方
法
を
定
め
る
た
め
、
条
例
の
一

部
を
改
正
し
ま
し
た
。

■ 

行
方
市
営
住
宅
管
理
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　

国
の
法
律
改
正
に
伴
い
、
入
居

収
入
基
準
を
定
め
る
た
め
、
条
例

の
一
部
を
改
正
し
ま
し
た
。

廃　
　

止

■ 

行
方
市
農
産
廃
棄
物
処
理
施
設

条
例

　

農
産
廃
棄
物
処
理
施
設
が
廃
止

さ
れ
ま
し
た
。

　

※ 

経
済
建
設
委
員
会
に
付
託

　
　
（
詳
細
は
18
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）

■ 

市
道
路
線
の
廃
止
・
認
定
・
変

更
に
つ
い
て

　

市
道
の
改
良
及
び
土
地
改
良
事

業
の
完
了
に
伴
い
、
39
路
線
を
廃

止
、
30
路
線
を
変
更
、
97
路
線
を

認
定
し
ま
し
た
。

そ　

の　

他

■ 

負
担
付
き
の
寄
附
の
受
入
れ
に

伴
う
財
産
の
取
得
に
つ
い
て

　

教
育
文
化
及
び
ス
ポ
ー
ツ
振
興

施
設
等
に
供
す
る
た
め
の
用
地
の

購
入
を
決
定
し
ま
し
た
。

場
所
及
び
面
積

行
方
市
山
田
地
内　

16
筆

面
積　

３
２
６
，
８
１
３
．
６
８
㎡

契
約
金
額　

５
，
４
０
０
万
円

　

※ 

討
論
終
了
後
に
起
立
採
決

　
　

賛
成
多
数
に
よ
り
原
案
可
決

茨
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
議
会
議
員
の
一
般
選
挙

　

広
域
連
合
議
会
議
員
の
任
期
が

平
成
25
年
３
月
19
日
で
満
了
と
な

る
こ
と
に
伴
い
、
各
市
議
会
か
ら

１
名
の
議
員
を
選
出
す
る
た
め
、

一
般
選
挙
を
行
な
い
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、指
名
推
薦
に
よ
り
、

平ひ
ら

野の

晋し
ん

一い
ち

議
員
が
選
出
さ
れ
ま
し

た
。

選　
　

挙

議
員
提
出
の
議
案

地域主権改革一括法　～進む地方への権限委譲～
　国や県が決めていた各種基準や権限の一部を市などに移すこと
で、自主性や自立性を高める改革の推進のために、関係する法律
を一括で改正したのが地域主権改革一括法です。
　正式名称は「地域の自主性を高めるための改革の推進を図るた
めの関係法律の整備に関する法律」といい、平成 23年 5月に第
1次一括法が、平成 23年 8月に第 2次一括法が公布されました。
行方市でも関係条例の制定や一部改正が行なわれました。

原
案
に
反
対

・ 

行
方
市
が
今
す
ぐ
必
要
と
す

る
土
地
な
の
か
疑
問
が
あ

る
。

・ 

買
収
目
的
・
利
用
計
画
が
あ

い
ま
い
で
あ
る
。

原
案
に
賛
成

・ 

当
該
用
地
を
購
入
し
、
学
校

の
用
地
寄
附
を
受
け
て
、
小

学
校
建
設
を
速
や
か
に
行

な
う
べ
き
で
あ
る
。

・ 

自
然
を
生
か
し
た
利
用
計
画

を
作
り
、
行
方
市
の
活
性
化

に
役
立
て
る
べ
き
で
あ
る
。

（一部要約）
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■ 

議
案
第
32
号
平
成
24
年
度
行
方
市

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
７
号
）

に
対
す
る
附
帯
決
議（
一
部
要
約
）

本
案
は
、
文
化
会
館
設
備
整
備

事
業
に
対
す
る
意
見
と
し
て
提

出
さ
れ
ま
し
た
。

　

提
案
者　

鈴
木
義
浩 

議
員　

外
４
名

　

補
正
予
算
を
提
案
す
る
に
あ
た

り
、
提
案
理
由
や
積
算
根
拠
を
簡
潔

明
瞭
に
し
、
重
大
な
事
業
内
容
の
変

更
が
あ
る
場
合
、
市
か
ら
議
会
に
対

し
て
の
十
分
な
説
明
を
求
め
る
も
の

で
す
。

　

① 　

事
業
実
施
に
あ
た
り
変
更
等

が
生
じ
、
当
初
の
提
案
事
由
も

そ
の
内
容
性
が
変
わ
る
場
合
に

は
、
議
会
に
対
し
そ
の
説
明
責

任
を
十
分
な
さ
れ
る
こ
と
。

附
帯
決
議

■ 

ス
ク
ー
ル
バ
ス
運
行
事
業
に
対
す

る
助
成
制
度
の
拡
充
に
関
す
る
意

見
書 

（
一
部
要
約
）

　

提
案
者  

宮
内　

正 

議
員  

外
17
名

　

本
市
は
、
学
校
の
適
正
規
模
を
確

保
す
る
た
め
、
平
成
24
年
４
月
１
日

に
統
合
し
た
麻
生
小
学
校
お
よ
び
麻

生
中
学
校
の
開
校
を
始
め
と
し
て
、

広
域
的
に
統
廃
合
を
進
め
て
い
る
。

　

今
後
、
玉
造
地
区
、
北
浦
地
区
の

小
学
校
の
統
廃
合
も
控
え
て
い
る
。
統

合
さ
れ
た
学
校
は
必
然
的
に
学
区
が

広
範
囲
に
な
る
た
め
、
公
共
交
通
機

関
が
存
在
し
な
い
当
地
域
に
と
っ
て
、

ス
ク
ー
ル
バ
ス
に
よ
る
送
迎
が
通
学
手

段
と
し
て
必
須
で
あ
り
統
廃
合
を
進

め
る
う
え
で
不
可
避
な
問
題
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
補
助
条
件
33
の
緩
和
及

び
補
助
年
限
の
撤
廃
ま
た
は
、
新
補

助
制
度
の
創
設
を
強
く
要
望
す
る
。

１
． 

補
助
負
担
率
を
特
定
財
源
及
び

交
付
税
算
入
額
を
控
除
し
た
額

と
せ
ず
、
実
負
担
額
の
１
／
２

も
し
く
は
新
補
助
制
度
の
創
設

を
す
る
こ
と
。

２
． 

補
助
期
間
を
事
業
実
施
期
間
中

と
す
る
こ
と
。

提
出
先　

 

茨
城
県
知
事

　
　
　
　

茨
城
県
教
育
長

　
　
　
　

茨
城
県
議
会
議
長

意　

見　

書

【議会メモ】　　付帯決議

議案を議決するにあたって、
議会の希望意見として付すも
のをいいます。
内容としては、議決された案
件を実施する場合に留意する
点などが述べられています。

今定例会で補正された平成24年度予算
会計別 補正額 主な内容

一 般 会 計 11億 5,950 万 9,000 円

・北浦庁舎空調設備工事／ 2,100 万円
・財政調整基金積立金／ 3,000 万円
・空中写真共同撮影事業負担金／△ 453万 5,000 円
・障害者福祉サービス事業／ 363万 2,000 円
・再生可能エネルギー導入事業／△ 236万円
・農業体質強化基盤整備促進事業／ 2億 9,000 万円
・温浴施設整備事業／ 1,925 万円
・道路維持補修事業／ 3億 1,738 万円
・通学路整備事業／ 1億 7,120 万円
・麻生公民館大規模改修事業／ 3億 5,367 万円
・農林水産業施設災害復旧事業／ 746万 5,000 円

特　

別　

会　

計

国民健康保険 7,772 万 1,000 円
・共同事業医療費拠出金負担金／ 1,068 万円
・保険財政共同安定化事業拠出金／ 1,692 万円
・一般被保険者償還金／ 4,633 万円

介 護 保 険 1億 8,381 万 6,000 円 ・高額介護サービス等諸費／ 1億 3,671 万 2,000 円
・介護給付費準備基金積立金／ 3,776 万 2,000 円

後期高齢者医療 △ 1,122 万 7,000 円 ・後期高齢者医療広域連合納付金／△1,122万 7,000円

農 業 集 落
排 水 事 業 352万 2,000 円 ・農業集落排水事業債償還金基金繰入金 △ 500万円

・前年度繰越金／ 842万 2,000 円

特定環境保全公
共下水道事業 726万 4,000 円 ・下水道事業債償還金基金積立金／ 726万 4,000 円

流域関連公共
下 水 道 事 業 △ 251万 8,000 円 ・下水道事業債償還金基金積立金／ 395万 8,000 円

・霞ヶ浦水郷流域下水道建設負担金／△647万 6,000円


